
0．69ppmであった。   

レモン（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計2回散布（500L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回（500L／10a）  

散布したところ、散布後42注5）～84日の最大残留量は0．28ppmであった。  

⑩スイートオレンジ  

スイートオレンジ（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、 25％水和剤   

の1，000倍希釈液を計3回散布（500L／10a）したところ、散布後42注5）～84日の最   

大残留量は0．62ppmであった。   

スイートオレンジ（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、 25％水和剤  

の1，000倍希釈液を計2回散布（500L／10a）及び10％乳剤の750倍希釈液を1回  

（500L／10a）散布したところ、散布後42注5）～84日の最大残留量は0．36ppmであっ  

た。  

⑪びわ  

びわ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   
釈液を計2回散布したところ、散布後14～42日の最大残留量は0．074、0．100ppm   

であった。  

⑫キウイフルーツ  

キウイフルーツ（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の   

1，000倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量   

は0．033、0．013ppmであった。   

キウイフルーツ（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の  

1，000倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量  

は41．8、24．8ppmであった。  

キウイフルーツ（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブ  

ルの1，000倍希釈液を計2回散布（400，500L／10a）したところ、散布後1～28日の  

最大残留量は0．16、0．08ppmであった。  

キウイフルーツ（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の  

1，000倍希釈液を計2回散布（400，500L／10a）したところ、散布後1～28日の最大残  

留量は0．10、0．06ppmであった。  

⑬もも  
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もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計3回散布（138，500L／10a）したところ、散布後21～28 日の最大残留量は  

0．076、0．074ppmであった。   

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計3回散布（138，500L／10a）したところ、散布後21～28日の最大残留量は3．56、  

1．24ppmであった。  

もも（果肉）を用いた作物残留試験（1例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（500L／10a）したところ、散布21日の最大残留量は0．346ppm  

であった。   

もも（果皮）を用いた作物残留試験（1例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（500L／10a）したところ、散布後21日の最大残留量は11．6ppm  

であった。   

もも（果肉）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（500，300L／10a）したところ、散布後21～42日の最大残留量  

は0．54、0．19ppmであった。   

もも（果皮）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈を計3回散布（500，300L／10a）したところ、散布後21～42日の最大残留量  

は8．09、7．40ppmであった。  

⑭なし  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の2，000倍希   

釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後45～60日の最大残留量は0．022、   

0．024ppmであった。  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後30～60日の最大残留量は0．168、   

0．156ppmであった。  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後29～44日の最大残留量は0．094、   

0．062ppmであった。  

なし（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400，625L／10a）したところ、散布後28注3）～56日の最大残   

留量は0．853、0．472ppmであった。  
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うめ  

うめ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計4回散布（800，500L／10a）したところ、散布後106、136日の最大残留量   

はく0．005、く0．005ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われてい   

ない。  

うめ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計4回散布（500L／10a）したところ、散布後104、132日の最大残留量   

はく0．01、0．010ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていな  

い。  

うめ（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400，375L／10a）したところ、散布後43注3）～114日の最大   

残留量は0．082、0．132ppmであった。  

⑯りんご  

りんご（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（700L／10a）したところ、散布後28注3）～44日の最大残留量は   

0．18、0．08ppmであった。  

⑰かき  

かき（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（500L／10a）したところ、散布後44注3）～60日の最大残留量は0．043、   

0．184ppmであった。  

⑬すもも  

すもも（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍   

希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後28注3）～45日の最大残留量は   

0．13、0．061ppmであった。  

すもも（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍   

希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後28注3）～42日の最大残留量は   

0．11、0．06ppmであった。  

すもも（果実）、を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後30～51日の最大残留量は   

0．046、0．056ppmであった。  

すもも（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後42～84日の最大残留量は0．06  
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ppmであった。  

⑲ネクタリン  

ネクタリン（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの   

1，000倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後42日の最大残留量は   

0．】＿1、0．13ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑳あんず  

あんず（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を1回散布（200，350L／10a）したところ、散布後30～45日の最大残留量は   

0．30、0．19ppmであった。  

㊧ぶどう  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、25％水和剤の4，000倍   

希釈液を計2回散布（300L／10a）したところ、散布後31～60日の最大残留量はく0。005   

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2タ％水和剤のZクβク倍   

希釈液を計2回散布（300L／10a）したところ、散布後31～60日の最大残留量はく0．005、   

0．010ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、ガ％水和剤のノ，♂♂♂倍   

希釈液を計2回散布（300L／10a）したところ、散布後31～60日の最大残留量は0．079   

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤のZβββ倍   

希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後30～61日の最大残留量は0．292、   

0．284ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、∠汐％水和剤の3，000倍   

希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後30～61日の最大残留量は0．185、   

0．217ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

ぶどう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルのノ，β♂β   

倍希釈液を計2回散布（200，300L／10a）したところ、散布後30～58日の最大残留量   

は0．18、0．26ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていな   

い。，  

⑲おうとう  

おうとう（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（400L／10a）したところ、散布後28注2）～43日の最大残留量は  
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0．50、0．086ppmであった。  

⑳いちじく  

いちじく（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000   

倍希釈液を計2回散布（500，440－550L／10a）したところ、散布後14～44日の最大残   

留量は0．24、0．24ppmであった。  

㊧くり  

くり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計2回散布（350，500L／10a）したところ、散布後7～15 日の最大残留量は   

く0．005、く0．005ppmであった。  

⑮きゆうり  

きゅうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の〝♂倍   

希釈液を計2回散布（400，115L／10a）したところ、散布後1～21日の最大残留量は   

0・730、0・250ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（4例）において、25％水和剤の1，000   

倍希釈液を計3回散布（220－300，300，300，300L／10a）したところ、散布後1～7日   

の最大残留量は0．75、0．35、0．68、0．36ppmであった。  

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000   

倍希釈液を計3回散布（242，250L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は   

0．52、0，38ppmであった。  

きゅうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のもフロアブルの1，000   

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は0．36、   

0．45ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

きゆうり（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のもフロアブルの1，000   

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1日の最大残留量は0．39、0．44   

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑲トマト  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の5りク倍希   

釈液を計3回散布（400L／10a）したところ、散布後1～21日の最大残留量は1．22、   

0．494ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍   

希釈液を計3回散布（400L／10a）したところ、散布後1～14日の最大残留量は0．405、   

0．348ppmであった。  
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トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍  

希釈液を3回散布（300，250L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は0．282、  

0．732ppmであった。   

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は0．392、  

0．308ppmであった。   

トマト（果実）を用いた作物残留試験（4例）において、25％水和剤の1，000倍  

希釈液を計3回散布（250－300，300，250，300L／10a）したところ、散布後1～7日の最  

大残留量は0．48、0．30、0．53、0．61ppmであった。   

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のムフロアブルの2，000  

倍希釈液を計3回散布（215－300，300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留  

量は0．36、0．30ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われてい  

ない。  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のらフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（215－300，300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留  

量は0．51、0．38ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われてい  

ない。  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、2のムフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1日の最大残留量は0．52ppm  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

トマト（果実）を用いた作物残留試験（1例）において、2のムフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1日の最大残留量は0．457ppm  

であった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑳なす  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の2，000倍希   

釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～3日の最大残留量は0．227、   

0．124ppmであった。  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，500倍希   

釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～3日の最大残留量は0．362、   

0．128ppmであった。  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希   

釈‡夜を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1～3日の最大残留量は0．436、  
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0．132ppmであった。  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のもフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（250，300L／10a）したところ、散布後1～7日の最大残留量は  

0．48、0．42ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

なす（果実）を用いた作物残留試験（2例）において、2のもフロアブルの1，000  

倍希釈液を計3回散布（300L／10a）したところ、散布後1日の最大残留量は0．26、0．04  

ppmであった。ただし、これらの試験は適用範囲内で行われていない。  

⑳ふき  

ふき（葉柄）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希   

釈液を計3回散布（150L／10a）したところ、散布後21～42日の最大残留量は0．517、   

1．34ppmであった。  

⑲茶  

茶（製茶）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希釈   

液を計2回散布（1000L／10a）したところ、散布後14～21日の最大残留量は9．84、7．13   

ppmであった。   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、 25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計2回散布（1000L／10a）したところ、散布後14～21日の最大残留量は0．239、  

0．192ppmであった。   

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希釈  

液を計2回散布（200，1000L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量は12．4、  

9．25ppmであった。   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、25％水和剤の1，000倍希  

釈液を計2回散布（200，1000L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量は  

0．36、0．36ppmであった。   

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、 20％フロアブルの1，000倍  

希釈液を計2回散布（500，1000L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留量  

は6．90、10．8ppmであった。   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、20％フロアブルの1，000  

倍希釈液を計2回散布（500，1000L／10a）したところ、散布後14～28日の最大残留  

量は0．16、0．38ppmであった。  
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これらの試験結果の概要については、別紙1－1を参照。また、海外で実施された作  

物残留試験成績の結果の概要については、別紙1－2を参照。  

注1）最大残留量‥当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期  

間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、  

それぞれの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2）適用範囲内で実施されていない作物残留試験については、適用範囲内で実施されていない条  

件を斜体で示した。  

注3）経過日数28、43及び44日の試験については、本来最大使用条件下として定められた30、  

45日の試験成績の誤差範囲内とみなし、当該試験成績を残留基準値の検討を行う際の参考と  

している。  

注4）みかん及びなっみかんの果実については、果肉と果皮に分けて分析した結果を果実当たりに  

換算して算出している。  

注5）レモン及びスイートオレンジの経過日数42日の試験については、42、56及び84日の3時  

点における減衰等を考慮し、本来最大使用条件下として定められた45日の試験成績の誤差範  

囲とみなし、当該試験成績を残留基準値の検討を行う際の参考としている。  

7．魚介類への推定残留量   

本農薬については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省か   

ら魚介類に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本農薬の  

水産動植物被害予測濃度注1）及び生物濃縮係数（BCF：Bioconcentration Factor）から、   

以下のとおり魚介類中の推定残留量を算出した。  

（1）水産動植物被害予想濃度  

本農薬が水田及び水田以外のいずれの場面においても使用されることから、水田   

PECtier2注2）及び非水田PECtierl注3）を算出したところ、水田PECtier2は0．22ppb、非水田   

PECtierlは0．028ppb となったことから、水田PECtier2の0．22ppbを採用した。  

（2）生物濃縮係数   

14cで標識したブプロフェジン（0．04ppm）を用いた14日間の取込期間及び7日間の排   

泄期間を設定したブルーギルの魚類濃縮性試験が実施された。14c一放射能濃度分析（水   

及び魚体10、11日目時点）及び代謝物の定性定量（魚体11及び14日、水7日）を実施し   

た結果、魚体全身中の総残留放射能（TRR）が90％平衡に達する推定時間は1．7日と算出   

された。また、11～14日目における魚肉及び内臓のTRRに占めるブプロフェジンの割合   

はそれぞれ26．6～37．2％（平均：31．9％）及び14．8～15．5％（平均：15．2％）であっ  
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た。この結果から得られる魚体中のブプロフェジンの割合は19．3％と算出された。ま  

た二試験水中のTRRに占めるブプロフェジンの割合は、4～14日目における試験水中に  

おけるブプロフェジンの濃度を踏まえ56．4％と算出された。   

本試験から求められるTRRとしてのBCFは、BCFs畠注4）＝476、BCFk注5）＝464と算出された  

が、このBCFssの値は全ての代謝物を含んでいる。ブプロフェジンとしてのBCF′を算出  

するためには、水中および全身のTRRに占めるブプロフェジンの割合を考慮し、ブプロ  

フェジンとしてのBCFは、   

BCFssX（（魚体全身中のブプロフェジンの平均％）／（試験水中のブプロフェジンの  

平均％））  

476 ×（19．3％／56．4％）＝163 と算出された。  

（3）推定残留量  

（1）及び（2）の結果から、水産動植物被害予測濃度：0．22ppb、BCF：163とし、   

下記のとおり推定残留量が算出された。  

推定残留量＝0．22ppbX（163×5）＝179．3ppb≒0．18ppm  

注1）農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準  

設定における規定に準拠。  

注2）水田中や河川中での農薬の分解や土壌・底質への吸着、止水期間等を考慮して算出したも  

の。  

注3）既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出したもの。  

（参考：平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中に  

残留する農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留  

基準設定法」報告書）  

注4）BCFss：定常状態における被験物質の魚体中濃度と水中濃度の比で求められたBCF  

注5）BCFk‥被験物質の取込速度定数と排泄速度定数から求められたBGF  

注6）BCFkについては、排泄期間における代謝物の経時的な定性・定量が実施されていないことから、  

ププロフェジンとしてのBCFkは算出していない。  

8．畜産物の推定残留量   

本農薬については、稲に適用があるため、飼料として給与した稲わらや稲発酵粗飼   

料を通じ家畜の筋肉等への移行が想定されることから、農林水産省から畜産物に関す   

る残留基準の見直しについて要請されている。 このため、飼料の最大給与割合等から   

算出した飼料中の最大残留農薬濃度と、JMPRにおける評価時に使用された動物飼   

養試験の結果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留量を算出した。  
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（1）飼料中の残留農薬濃度  

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35号）   

に定める飼料一般の成分規格等と飼料の最大給与割合等から、飼料の摂取によって   

家畜が暴露されうる飼料中の残留農薬濃度を算出した。  

本剤については、稲わら及び稲発酵粗飼料中に残留する農薬の指導基準として、   

それぞれ25ppm及び15ppmと設定されている。この指導基準や、前述の成分規格   

等で定められている基準値上限まで飼料中に農薬が残留している場合を仮定し、こ   

れに飼料の最大給与割合等を掛け合わせることにより飼料中の最大残留農薬濃度   

（MDB；Maximum Dietary Burden）を算出したところ、乳牛において20ppm、肉牛に   

おいて17ppmと推定された。  

（2）動物飼養試験（家畜残留試験）  

今回、畜産物中の推定残留量を算出するにあたっては、1999年にJMPRにおい   

て評価された際に用いられた飼養試験の結果を参照した。   

乳牛に対し、飼料中濃度としてブプロフェジン5、15、50ppm相当を含有するゼラ  

チンカプセルを28日間にわたり摂食させ、筋肉、脂肪、肝臓、腎臓中のブプロフェ  

ジンを測定した（定量限界：0．05ppm）。また、牛乳については、投与開始後、1、2、  

4、7、10、14、17、21、24及び28 日目に搾乳したものを測定した（定量限界：0．01  

ppm）。結果については表1を参照。  

表1．組織中の残留量（ppm）  

5．Oppm   15ppm   50ppm  

投与群   投与群   投与群   

〈0．05（最大）   く0．05（最大）   〈0．05（最大）  
筋肉  

く0．05（平均）   く0．05（平均）   く0．05（平均）   

く0．05（最大）   く0．05（最大）   0．12（最大）  
脂肪  

〈0．05（平均）   く0．05（平均）   0．10（平均）   

く0．05（最大）   く0．05（最大）   0．05（最大）  
肝臓  

〈0．05（平均）   く0．05（平均）   く0．05（平均）   

〈0．05（最大）   く0．05（最大）   く0．05（最大）  
腎臓  

〈0．05（平均）   く0．05（平均）   く0．05（平均）   

乳   〈0．01（平均）   く0．01（平均）   0．012（平均）   

（3）推定残留量  

飼養試験における投与量とMDB又は作物残留試験の中央値（STMR；Supervised   

Trials Median Residue）を用いて求めた平均的な残留農薬濃度（STMR dietary  
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burden）を用いて算出した畜産物中の推定残留量を比較し、推定残留量の最大値を  

求めた。結果については表2を参照。  

表2 畜産物中の推定残留量；牛（ppm）  

筋肉   脂肪   肝臓   腎臓   乳   

Maximum  く0．05   0．060   0．050   く0．05   0．010  
Dietary  

Burden   肉牛   く0．05   0．054   0．050   く0．05  

STMR  乳牛   く0．05   〈0，05   く0．05   く0．05   く0．01  
Dietary  
Burden  肉牛   く0．05   〈0．05   く0．05   く0．05  

最大値  く0．05   0．060   0．050   く0．05   0．010   

9．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号及び同条第2項の  

規定に基づき、平成19年8月21日付け厚生労働省発食安第0821002号により  

食品安全委員会あて意見を求めたブプロフェジンに係る食品健康影響評価について、以  

下のとおり評価されている。  

無毒性量：0．90mg／kg体重／day（発がん性は認められなかった。）  

（動物種）  ラット  

（投与方法）  混餌  

（試験の種類）  慢性毒性／発がん性併合試験  

（期間）  

安全係数：100  

ADI：0．009mg／kg体重／day  

2年間  

10．諸外国における状況   

1991年にJMPRにおける毒性評価が行われ、ADIが設定されている。 国際基準はきゆう   

り、オレンジ及びトマトに設定されている。   

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージーランドについて調査   

した結果、米国においてアセロラ、あんず等に、オーストラリアにおいてかんきつ類果   

実、ぶどう等に、ニュージーランドにおいてかんきつ類果実、ぶどう等に基準値が設定   

されている。  

11．基準値案  

（1）残留の規制対象  
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ブプロフェジン本体のみ  

魚介類については推定残留量を算出する際に得られた実測BCFおよび水産PECが  

ブプロフェジンのみを対象としていることから、魚介類の規制対象をブプロフェジ  

ンのみとすることとした。  

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価においては、暴露評価  

対象物質としてププロフェジン（親化合物のみ）と設定されている。  

（2）基準値案  

別紙2のとおりである。  

（3）暴露評価  

各食品について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定さ   

れる量のブプロフェジンが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づ   

き試算される、1日当たり摂取する農薬の量（推定一目摂取量（EDI））のADI   

に対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別紙3参照。  

なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が   

全くないとの仮定の下におこなった。  

EDI／ADI（％）注）   

国民平均   36．5   

幼小児（1～6歳）   67．0   

妊婦   34．6   

高齢者（65歳以上）   37．4   

注）作物残留試験成績等がある食品についてはEDI試算、それ以外の食品についてはTMDI   

試算を行った。高齢者の畜産物及び水産物並びに妊婦の水産物については、摂取量デー  

タがないため、国民平均の摂取量を参考とした。  

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品   

一般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今   

般、残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  
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（別紙1－1）  

ブプロフェジン国内作物残留試験一覧表  

試験圃  試験条件  最大残留量（ppm）  
農作物  場数  剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ププロフェジン】  

水稲   1000倍散布   7，14，21，30日  圃場A：0．056（4回、7日）（＃）   
2  50％水和剤  160L，150L－200L／10a  

4回  

（玄米）  7，14，20，31日  圃場B：0．128（4回、7日）（＃）   

水稲   1000倍散布   7，14，21，30日  圃場A：11．2（4回、7日）（＃）   
2  50％水和剤  160L，150ト200L／10a  

4回  

（稲わら）  7，14，20，31日  圃場B：30（4回、7日）（＃）   

水稲  圃場A：0．02  
2   2％粒剤   4kg／10a散布   4回  三迫，30，45，60日  

（玄米）  圃場B：0．005   

水稲  圃場A：3．0（4回、30日）  
2   2％粒剤   4kg／10a散布   

（稲わら）  
4回  呈上，30，45，60日   圃場B：1．58（4回、30日）   

水稲   40倍空中散布   86日  圃場A：〈0．005   
2  40％フロアプル  1回  

（玄米）  
3L／10a  83日  圃場Bニく0．005   

水稲   
2  40％フロアプル   

40倍空中散布   86日  圃場A：0．02   1回  

（稲わら）  
3L／10a  83日－  圃場B：0．19   

水稲   1000倍散布   77日  圃場A：〈0．005   
2  25％水和剤  1回  

（玄米）  
120L／10a  83日  圃場B：〈0．005   

水稲   1000倍散布   77日  圃場A：く0．01   
2  25％水和剤  1回  

（稲わら）  
120L／10a  83日  圃場B：0．01   

水稲  ヱ，14，21日  圃場A：0．026  
2   1．5％粉剤   4kg／10a散布   皇回  

（玄米）  圃場B：0．030       ヱ，13，20日   

水稲  
2   1．5％粉剤   4kg／10a散布   4回  ヱ，14，21日  圃場A：17．8  

（稲わら）  圃場B：8．52       ヱ，13，20日   

水稲   16倍空中散布   47日  圃場A：く0．005（1回、47日）   
2  40％フロアプル  旦回  

0．8L／10a  
（玄米）  52日  圃場B：く0．005（1回、52日ト   

水稲   16倍空中散布   47日  圃場A：0．96（1回、47日）   
2  40％フロアプル  上回  

（稲わら）  
0．8L／10a  52日    圃場B：2．10（1回、52日）   

水稲   2000倍散布   47日  圃場A：く0．005（1回、47日）   
2  25％水和剤  1回  

（玄米）  
80L／10a  52日  圃場B：く0．005（1回、52日）   

水稲   2000倍散布   47日  圃場A：0．24（1回、47日）   
2  25％水和剤  1回  

（稲わら）  
80L／10a  52日  圃場B：0．20（1回、52日）   

水稲   16倍散布   
圃場A：0．016（1回、30日）   

2  40％フロアブル  0．8L／10a  上回   
（玄米）  30日            圃場B：0．022（1回、30日）   

水稲   140倍散布   圃場A：0．10（4回、7日）（＃）   
2  25％水和剤  

（玄米）  
25L／10a  3，4回   7日  

圃場B：0．05（3回、7日）（＃）   

水稲   140倍散布   圃場A：11．75（4回、7日）（＃）   
2  25％水和剤  

（稲わら）  
25L／10a  3，4回   7日  

圃場B：1．11（3回、7日）（＃）   

水稲   30、0倍散布   圃場A：0．05（4回、7日）（＃）   
2  25％水和剤  

（玄米）  
25L／10a  3，4回   7日            圃場B：0．05（3回、7日）（＃）   

水稲   300倍散布   圃場A：5．22（4回、7日）（＃）   
2  25％水和剤  

（稲わら）  
25L／10a  3，4回   7日  

圃場B：2．36（3回、7日）（＃）   

水稲   6％粒剤   圃場A：〈0．01   

（玄米）  

2  

＋2％粒剤   ＋3kg／10a散布  100gXlO袋／10a散布  埋回  呈土日  
圃場B：く0．01   

水稲   6％粒剤   100gXlO袋／10a散布  上±呈回  弘日   圃場A：3．64   

（稲わら）  

2  

＋2％粒剤   ＋3kg／10a散布  圃場B：4．28   

水稲   1000倍散布   圃場A：0．122   
2  20％フロアプル  150L／10a  4回   

（玄米）  

三日  
圃場B：0．060   

水稲   1000倍散布   圃場A：3．76   
2  ・20％フロアプル  

（稲わら）  
150L／10a  4回   三日            圃場B：5．42   

水稲   1000倍散布   圃場A：0．158   
2  25％水和剤  150L／10a  4回   

（玄米）  

三日  
圃場B：0．088   

水稲   1000倍散布   圃場A：5．04   
2  25％水和剤  

（稲わら）  
150L／10a  皇回   三日            圃場B：10．5   
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農作物   試験圃 場数   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【ブプロフェジン】  

水稲   300倍散布   圃場A：0．070   

2  20％フロアプル  25L／10a  皇回   
（玄米）  

三日  
圃場B：0．025   

水稲   300倍散布   圃場A：1．26   

2  20％フロアプル  25L／10a  4回   
（稲わら）  

7日  
圃場B：2．23   

水稲   25％水和剤   1000倍散布150L／10a   圃場A：0．042   

（玄米）  2      出回  ヱ，14日       十40％フロアプル  十16倍空中散布0．8L／10a    圃場B：0．113（4回、14日）   

水稲   25％水和剤   圃場A：2．25   

（稲わら）  2    1000倍散布150L／10a  出回  ヱ，14日       十40％フロアプル  ＋16倍空中散布0．8L／10a  圃場B：7．36   

水稲   16倍散布   20日  圃場A二0．008（1回、20日）   
2  40％フロアプル  1回  

（玄米）  
0＿8L／10a  21日  圃場B：0．027（1回、21日）   

水稲   16倍散布   20日  圃場A：0．43（1回、20日）   
2  40％フロアプル  1回  

（稲わら）  
0．8L／10a  21日  圃場B：1．19（1回、21日）   

水稲   1000倍散布   20日  圃場A：0．022（1回、20日）   
2  20％水和剤  1回  

（玄米）  
150L／10a  21日  圃場B：0．046（1回、21日）   

水稲   1000倍散布   20日  圃場A：0．66（1回、20日）   
2  20％水和剤  1回  

（稲わら）  150L／10a  21日  圃場B：1．25（1回、21日）   

水稲   1000倍散布   20日  圃場A二0．031（1回、20日）   
2  25％水和剤  1回  

（玄米）  
150L／10a  21日  圃場B：0．051（1回、21日）   

水稲   1000倍散布   20日  圃場A：1．12（1回、20日）   
2  25％水和剤  1回  

（稲わら）  150L／10a  21日  圃場B：1．88（1回、21日）   

水稲  圃場A：く0．01  
2   2％粒剤   4kg／10a散布   4回  呈1，28日  

（玄米）  圃場B：〈0．01   

水稲  圃場A：3．24  
2   2％粒剤   4kg／10a散布   4回  呈上28日  

（稲わら）  圃場B：6．87   

小麦   1000倍散布   10，18，25，32日  圃場A：0．084（3回、10日）   
2  25％水和剤  旦回  

（子実）  200L／10a  ヱ，14，21，30日  圃場B：0．093   

小麦   40悟空中散布   19日  圃場A：0．066（1回、19日）   
2  40％フロアプル  1回  

（子実）  、3L／10a  31日  圃場B：0．006（1回、31日）   

小麦   1000倍散布   19日  圃場A：0．044（1回、19日）   
2  25％水和剤  1回  

（子実）  120L／10a  31日  圃場B：0．008（1回、31日）   

小麦   16悟空中散布   30日  圃場A二く0．005（1回、30日）   
2  40％フロアプル  上回  

（子実）  0．8L／10a  28日  圃場B二0．005（1回、28日）   

小麦  
ロ  25％水和剤   

1200倍散布  

（子実）  

1回   

100L／10a  30日  圃場A：く0．005（1匝Ⅰ、30日）   
小麦  

ロ  25％水和剤   
1000倍散布  

（子実）  

1回   

100L／10a  28日  圃場A：0．005（1回、28日）   
みかん   500倍散布   14，21，31日  圃場A：0．04（5回、14日）（＃）   

2  25％水和剤  5回  

（果肉）  500L／10a  14，21，30日  圃場B：0．071（5回、14日）（＃）   

みかん   500倍散布   14，21，31日  圃場A：0．72（5回、14日）（＃）   
2  25％水和剤  5回  

（果皮）  500L／10a  14，21，30日  圃場B：0．80（5回、14日）（＃）   

みかん   500倍散布   圃場A：0．014（5回、7日）（＃）   

（：ジュース）  

2  25％水和剤  5回   
500L／10a  

7日  
圃場B：0．02（5回、7日）（＃）   

圃場A：0，23（5回、14日）（＃）   

2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  4十1回  14，28，42日  圃場B：0．03（5回、14日）（＃）   

みかん   2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  4＋1回  14，28，42日   圃場A：11．05（5回、14日）（＃）   

＋10％乳剤   ＋750倍散布700L／10a  圃場B：1．06（5回、14日）（＃）   

みかん   圃場A：1．73（5回、14日）（＃）   

2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  4十1回  14，28，42日  圃場B：0．27（5回、14日）（＃）   

圃場A：0．20（5回、14日）（＃）   

2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  3十2回  14，28，42日  圃場B：0．04（5回、14日）（＃）   

みかん              （果肉）  25％水和剤  1000倍散布700L／10a   圃場A：5．38（5回、14日）（＃）   
2  

＋10％乳剤   3十2回  14，28，42日  圃場B：1．58（5回、14日）（＃）   
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みかん   圃場A：1．42（5回、14日）（＃）   

（果実）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  3＋2回  14，28，42日       ＋10％乳剤  十750倍散布700L／10a  圃場B：0．27（5回、14日）（＃）   

みかん   圃場A：0．01（2回、14日）   

（果肉）  2  25％水和剤  1000借款布700L／10a  1＋1回  14，28，42日       ＋19％乳剤  ＋750倍散布70bL／10a  圃場B；く0．01（2回、14日）   

みかん   圃場A：0．55（2回、14日）   

（果皮）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  1＋1回  14，28，42日       ＋10％乳剤  ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．40（2回、14日）   

みかん   圃場A：0．10（2回、14日）   

（果実）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  1十1回  14，28，42日       ＋10％乳剤  ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．07（2回、14日）   

みかん   圃場A：0．01   

（果肉）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  之吐回  迅，28，42日       ＋10％乳剤  ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．02   

みかん   圃場A：0．42（3回、28日）   

（果皮）  2  25％水和剤  1000倍散布700L／10a  之吐回  週，28，42日       ＋10％乳剤  ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．62   

みかん   25％水和剤  1000倍散布700L／10a   圃場A：0．06（3回、28日）   

（果実）  

2  

＋10％乳剤   出回  土4，28，42日         ＋750倍散布700L／10a  圃場B：0．13   

みかん   1000倍散布   圃場九：0．02（3回、28日）   

（果肉）  

2  25％水和剤  2，呈回  ．辿，28，42日  
700L／10a  圃瘍B：0．02   

みかん   1000倍散布   圃場A：1．68（2回、14日）   

（果皮）  

2  25％水和剤  2，呈回  土4，28，42日  
700L／10a  圃場B：0．82   

みかん   1000倍散布   圃場A：0．31（2回、14日）   
2  25％水和剤  2，呈回  ユ旦28，42日  

（果実）  700L／10a  圃場B：0．15   

みかん   1000倍散布   土4，28，42日  圃場A：0．081   
2  20％フロアプル  呈回  

（果肉）  700L／10a  土4，30，42日  圃場B：0．052   

みかん   1000倍散布   土も28，42日  圃場A：1．16（3回、28日）   
2  20％フロアブル  呈回  

（果皮）  700L／10a  ⊥辿，30，42日  圃場B：1．56   

みかん   1000倍散布   土も28，42日  圃場A：0．28（3回、28日）   
2  20％フロアブル  呈回  

（果実）  700L／10a  土4，30，42日  圃場B：0．450   

夏みかん   
2  25％水和剤   

1000倍散布   生気60，90日  圃場A：0．010   呈回  
（果肉）  500，600L／10a  旦巨，60，89日  圃場B：〈0．01   

夏みかん   1000倍散布   坐，60，90日  圃場A：0．26   
2  25％水和剤  呈回  

（果皮）  500，600L／10a  坐，60，89日  圃場B：0．23（3回、60日）   

夏みかん   
2  25％水和剤   

1000倍散布   ≦息60，90日  圃場A：0．10   呈回  
（果実）  500，600L／10a  皇巨，60，89日  圃場B：0．08（3回、60日）   

夏みかん   

（果肉）  2  25％水和剤  1000倍散布亭00，600L／10a  出回  坐，60，90日  圃場A：0，010     ＋10％乳剤  ＋750倍散布500L／1oa   皇巨 ，60，89日  圃場B：0．007（3回、89日）   

夏みかん   

（果皮）  2  25％水和剤  1000倍散布500，600L／10a  呈：吐回  ∃互60，90日  圃場A二0．22     ＋10％乳剤  十750倍散布500L／10a   皇塁 ，60，89日  圃場B：0．19（3回、60日）   

夏みかん   2  25％水和剤  1000倍散布500，600L／10a  2土上回  皇亘，60，90日  圃場A：0．09   
（果実）  ＋10％乳剤   十750倍散布500L／10a  迫60，89日  圃場B：0．06（3回、60日）   

夏みかん   1000倍散布   44，56，87日  圃場A：く0．005（3回、44日）   
2  20％フロアプル  呈回  

（果肉）  700L／10a  57，86日  圃場B：く0．005（3回、57日）   

夏みかん   1000倍散布   44，56，87日  圃場Aニ0．12（3回、■44日）   
2  20％フロアプル  呈回  

（果皮）  700L／10a、  57，86日  圃場B：0．11（3回、57日）   

夏みかん   1000倍散布   44，56，87日  圃場A：0．038（3回、44日）   
2  20％フロアプル  旦回  

（果実）  700L／10a  57，86日  圃場B：0．035（3回、57日）   

ゆず  
ロ  25％水和剤   

1000倍散布  

（果実）  500L／10a   
2回   56日  圃場Aニく0．01（2回、56日）   

ゆず  
10％乳剤   

750倍散布  

（果実）   

2回   51日   

450L／10a  圃場A：0．03（2回、51日）   

すだち  
ロ  25％水和剤   

1000倍散布  

（果実）  500L／10a   
3回   42日  圃場A：0．02（3回、42日）（＃）   

すだち   

（果実）  ロ  25％水和剤  1000倍散布500L／10a  2＋1回  42日   圃場A：0．01（3回、42日）（＃）  
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